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令和５年第５回美濃市議会定例会議案概要 

 

《提出議案》    専決処分  ２件、補正予算  ８件、 

          条例制定  ３件、条例改正  ６件  合計 １９件 

 

議案番号 議案名 上程日 議決日 結果 

承第 6 号 
専決処分の承認について 

令和５年度美濃市一般会計補正予算（第６号） 
12月 4日 12月 4日 承認 

承第 7 号 
専決処分の承認について 

令和５年度美濃市一般会計補正予算（第７号） 
12月 4日 12月 4日 承認 

議第 62 号 令和５年度美濃市一般会計補正予算（第８号） 12月 4日 12月 21日 可決 

議第 63 号 
令和５年度美濃市国民健康保険特別会計補正予

算（第２号） 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 64 号 
令和５年度美濃市介護保険特別会計補正予算
（第３号） 

12月 4日 12月 21日 可決 

議第 65 号 
令和５年度美濃市病院事業会計補正予算（第３

号） 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 66 号 
令和５年度美濃市上水道事業会計補正予算（第

２号） 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 67 号 
令和５年度美濃市下水道事業会計補正予算（第

１号） 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 68 号 
美濃市情報通信技術を活用した行政の推進に関

する条例について 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 69 号 美濃市印鑑条例の一部を改正する条例について 12月 4日 12月 21日 可決 

議第 70 号 
議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する

条例の一部を改正する条例について 
12月 4日 12月 21日 可決 
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議案番号 議案名 上程日 議決日 結果 

議第 71 号 
美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部

を改正する条例について 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 72 号 
美濃市職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例について 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 73 号 
美濃市立美濃病院における個人番号カードの利

用に関する条例について 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 74 号 
美濃市上水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例等の一部を改正する条例について 
12月 4日 12月 21日 可決 

議第 75 号 令和５年度美濃市一般会計補正予算（第９号） 12月 21日 12月 21日 可決 

議第 76 号 
令和５年度美濃市病院事業会計補正予算（第４

号） 
12月 21日 12月 21日 可決 

議第 77 号 
美濃市国民健康保険税条例の一部を改正する条

例について 
12月 21日 12月 21日 可決 

市議第 1号 
美濃市議会議員の請負の状況の公表に関する条

例について 
12月 21日 12月 21日 可決 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

承第 ６ 号 専決処分の承認について 

      令和５年度美濃市一般会計補正予算（第６号） 

   （内容）補 正 額      ２９０，５００ 千円 

       補正後の額   １０，９３０，５８７ 千円 

 

承第 ７ 号 専決処分の承認について 

      令和５年度美濃市一般会計補正予算（第７号） 

   （内容）補 正 額      １４１，１２５ 千円 

       補正後の額   １１，０７１，７１２ 千円 

 

議第６２号 令和５年度美濃市一般会計補正予算（第８号） 

   （内容）補 正 額      １７１，１９１ 千円 

       補正後の額   １１，２４２，９０３ 千円 
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議第６３号 令和５年度美濃市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

   （内容）補 正 額        ３，５７５ 千円 

       補正後の額    ２，５３８，４５５ 千円 

 

議第６４号 令和５年度美濃市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

   （内容）補 正 額        １，９３７ 千円 

       補正後の額    ２，１３８，１８７ 千円 

 

議第６５号 令和５年度美濃市病院事業会計補正予算（第３号） 

   （内容）         補 正 額       補正後の額    

       収益的収入   ４５，３３９ 千円 ２，７７６，４３４ 千円 

       収益的支出   ６３，６６１ 千円 ２，９８８，７０２ 千円 

 

議第６６号 令和５年度美濃市上水道事業会計補正予算（第２号） 

   （内容）         補 正 額       補正後の額    

       収益的支出    ５，０００ 千円   ３８４，６５７ 千円 

 

議第６７号 令和５年度美濃市下水道事業会計補正予算（第１号） 

   （内容）         補 正 額       補正後の額    

       資本的支出    ２，５００ 千円   ６８３，６７７ 千円 

 

議第６８号 美濃市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例について 

   （制定趣旨） 

     行政手続の利便性の向上のため、条例等に基づく手続について、書面での手続

に加え、デジタルにより手続を行うことができるよう条例を制定するもの。 

   （主な制定内容） 

    １ 電子情報処理組織（インターネット等で市と申請者のパソコン等をつなぐ方

法）による申請等について（第４条） 

・条例等に基づく申請等について、電子情報処理組織を使用する方法により行

うことができることを規定する。 

・手数料等について、電子情報処理組織を使用する方法により納付することが

できることを規定する。 

    ２ 添付書類の省略（第９条） 

     ・申請等をする者に係る添付書類について、電子情報処理組織を使用して、入

手し、又は参照することができる場合には、添付する必要がないことを規定

する。 

    ３ 関係条例の改正（附則第２項） 

     ・美濃市印鑑条例（昭和５２年美濃市条例第５号）との整合性を保つため、所
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要の改正を行う。 

   （施行期日） 

    令和６年１月１日 

 

 

議第６９号 美濃市印鑑条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     個人番号カード等を使用し、窓口や多機能端末機で印鑑登録証明書を交付する

ことができるよう改正するもの。 

   （主な改正内容） 

    １．窓口での印鑑登録証明書の交付について（第１０条第４項） 

・本人が、窓口で個人番号カードを使用し、印鑑登録証明書の交付を受けるこ

とができる規定を追加する。 

２．多機能端末機での印鑑登録証明書の交付について（第１０条の３） 

・利用者証明用電子証明書（パスワードを用い、ログインした者が利用者本人

であることを証明するもの。）が記録された個人番号カード又は移動端末設

備（スマートフォン等）を使用し、多機能端末機で印鑑登録証明書の交付を

受けることができる規定を追加する。 

   （施行期日） 

    令和６年２月２６日 

 

議第７０号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

について 

   （改正趣旨） 

     令和５年８月７日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の職員の給与に関

する法律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、期末手当の規定を改正す

るもの。 

   （改正内容） 

     議会の議員の期末手当支給率の改定 

      期末手当支給月数を０．１００月分引き上げる。 

      ○令和５年度（令和５年度は１２月支給分で調整） 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１７５月分 

       ・１２月支給期末手当 ２．１７５月分（＋０．１００月分） 

→２．２７５月分 

      ○令和６年度以降 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１７５月分（＋０．０５０月分） 

→２．２２５月分 
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       ・１２月支給期末手当 ２．１７５月分（＋０．０５０月分） 

→２．２２５月分 

   （施行期日） 

１ 令和５年度支給分    公布の日（令和５年１２月１日適用） 

２ 令和６年度以降支給分  令和６年４月１日 

 

 

議第７１号 美濃市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     令和５年８月７日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の職員の給与に関

する法律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、期末手当の規定を改正す

るもの。 

   （改正内容） 

     特別職の職員の期末手当支給率の改定 

      期末手当支給月数を０．１００月分引き上げる。 

      ○令和５年度（令和５年度は１２月支給分で調整） 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１７５月分 

       ・１２月支給期末手当 ２．１７５月分（＋０．１００月分） 

→２．２７５月分 

      ○令和６年度以降 

       ・ ６月支給期末手当 ２．１７５月分（＋０．０５０月分） 

→２．２２５月分 

       ・１２月支給期末手当 ２．１７５月分（＋０．０５０月分） 

→２．２２５月分 

   （施行期日） 

１ 令和５年度支給分    公布の日（令和５年１２月１日適用） 

２ 令和６年度以降支給分  令和６年４月１日 

 

 

議第７２号 美濃市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

     令和５年８月７日付け人事院勧告による国家公務員の一般職の職員の給与に関

する法律（昭和２５年法律第９５号）の改正を踏まえ、給料月額及び期末手当等

の規定を改正するもの。 

   （主な改正内容） 

   １ 美濃市職員の給与に関する条例（昭和２９年美濃市条例第６号）の一部改正 

   （１）給料表の改定 

     ・ 行政職給料表（一）について、平均１．１％引き上げる。 
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     ・ 初任給について、一般職 大卒程度は１１，０００円、一般職 高卒程度

は１２，０００円引き上げる。 

     ・ 医療職給料表（一）、（二）、（三）を行政職給料表（一）との均衡を基本に

引き上げる。 

   （２）期末手当支給率の改定 

     支給月数を０．０５０月分引き上げる。 

     〇令和５年度（１２月支給分で調整） 

      ・ ６月支給分 １．２月分 

      ・１２月支給分 １．２月分（＋０．０５月分）→１．２５月分 

     ○令和６年度以降 

      ・ ６月支給分 １．２月分（＋０．０２５月分）→１．２２５月分 

      ・１２月支給分 １．２月分（＋０．０２５月分）→１．２２５月分 

   （３）勤勉手当支給率の改定 

     支給月数を０．０５０月分引き上げる。 

     ○令和５年度（１２月支給分で調整） 

      ・ ６月支給分 １．０月分 

      ・１２月支給分 １．０月分（＋０．０５月分）→１．０５月分 

     ○令和６年度以降 

      ・ ６月支給分 １．０月分（＋０．０２５月分）→１．０２５月分 

      ・１２月支給分 １．０月分（＋０．０２５月分）→１．０２５月分 

   ２ 美濃市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和４年美濃市条例第１号）

の一部改正 

   （１）特定任期付職員の給料表の改定 

   （２）特定任期付職員の期末手当支給率の改定 

     期末手当支給月数を０．１００月分引き上げる。 

     ○令和５年度（令和５年度は１２月支給分で調整） 

      ・ ６月支給期末手当 １．６５０月分 

      ・１２月支給期末手当 １．６５０月分（＋０．１００月分） 

→１．７５０月分 

     ○令和６年度以降 

      ・ ６月支給期末手当 １．６５０月分（＋０．０５０月分） 

→１．７００月分 

      ・１２月支給期末手当 １．６５０月分（＋０．０５０月分） 

→１．７００月分 

   ３ 美濃市フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例（令和元年美濃市条例

第６号）の一部改正 

   （１）フルタイム会計年度任用職員の給料表の改定 

     給料月額について平均２．０６％引き上げる。 
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   （施行期日） 

    公布の日（令和６年度以降に支給する期末・勤勉手当に係る改定及びフルタイム

会計年度任用職員の給料表の改正は、令和６年４月１日施行） 

    公布の日に施行する規定のうち、一般職及び任期付職員の給料表、期末手当及び

勤勉手当の改正は、令和５年４月１日から適用する。 

 

議第７３号 美濃市立美濃病院における個人番号カードの利用に関する条例について 

   （制定趣旨） 

     美濃病院利用者の利便性向上のため、個人番号カードのＩＣチップの空き領域

を利用することについて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第１８条の規定に基づき、この

条例を制定するもの。 

   （主な制定内容） 

１ 利用事務について規定する（第２条） 

 ・利用事務は、病院における健康保持に必要な医療を提供する事務とする。 

２ 利用手続について規定する（第３条） 

 ・個人番号カードを利用して医療の提供を受けたい者は、市長に申請しなけれ

ばならない。 

３ 利用の中止について規定する（第４条） 

 ・市長は、個人番号カードを利用した医療提供の中止の申出があったときは、

個人番号カードに記録された情報を削除するものとする。 

   （施行期日） 

    令和６年３月１日 

 

議第７４号 美濃市上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正す

る条例について 

   （改正趣旨） 

     地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、引用条項にずれが生じ

るため、その改正を行うもの。 

   （改正内容） 

１．美濃市上水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 

     ・上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について引用する条項

ずれを解消するもの。 

     ・地方自治法第２４３条の２の２第８項 → 第２４３条の２の８第８項 

２．美濃市病院事業の設置等に関する条例 

     ・病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について引用する条項ずれ

を解消するもの。 

     ・地方自治法第２４３条の２の２第８項 → 第２４３条の２の８第８項 
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３．美濃市監査委員条例の一部改正 

     ・監査委員が監査に着手すべき請求又は要求に関する規定中、職員の賠償責任

の有無等を決定することについて引用する条項ずれを解消するもの。 

     ・地方自治法第２４３条の２の２第３項 → 第２４３条の２の８第３項 

   （施行期日） 

令和６年４月１日 

 

議第７５号 令和５年度美濃市一般会計補正予算（第９号） 

   （内容） 

     補 正 額     ２４，７４７ 千円 

     補正後の額 １１，２６７，６５０ 千円 

 

議第７６号 令和５年度美濃市病院事業会計補正予算（第４号） 

   （内容） 

             補 正 額        補正後の額    

     収益的収入  １２，２００ 千円   ２，７８８，６３４ 千円 

 

議第７７号 美濃市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

   （改正趣旨） 

    地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の改正に伴い、本市の国民健康保険に加

入している者が出産する（した）場合に、産前産後期間に係る所得割額及び被保険

者均等割額の減額に関する規定を設ける必要があるため、所要の改正を行うもの。 

   （主な改正内容） 

   １ 被保険者が出産する（した）場合に、所得割額及び被保険者均等割額を減額す

る規定を新たに設ける。 

    〇減額する額 

     ・単胎妊娠の場合 出産予定月の前月から翌々月までの４月分の所得割額及び

被保険者均等割額 

     ・多胎妊娠の場合 出産予定月の３月前から翌々月までの６月分の所得割額及

び被保険者均等割額 

   ２ 減額を受けるための届出方法等について規定する。 

   （施行期日） 

    令和６年１月１日 

 

市議第１号 美濃市議会議員の請負の状況の公表に関する条例の概要 

（制定趣旨） 

    地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正により、議会の議員個人による地方

公共団体からの請負に関する規制が緩和されたことを踏まえ、議員個人の請負状況
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の報告及び公表等に関する条例を新たに制定するもの。 

 （主な制定内容） 

 １ 請負状況の報告等に関すること（第２条） 

 ２ 報告の一覧の公表等に関すること（第３条） 

 ３ 報告等の保存及び閲覧等に関すること（第４条） 

（施行期日） 

 公布の日（令和５年４月１日に始まる会計年度における請負から適用） 

 

 


